
 

 

 

 

 

福井県最低賃金は１０月１日から 

「時間額７５４円に引き上げられます」 

－現行 732円を 22円引上げ－ 

 

福井労働局長（早木 武夫）は、本日付けで官報公示を行い、平成２８年１０月１日か

ら福井県最低賃金を現行時間額から２２円引き上げ、１時間７５４円に改正する。 

 

 福井労働局が本年６月に実施した最低賃金に関する基礎調査結果では、福井県最低賃金

を２２円引き上げることによる県内の影響は、約９千人の労働者に及ぶと推定される。 

 

 地域別最低賃金である「福井県最低賃金」は、福井県内の事業場で働くすべての労働者

に適用される。福井労働局では、改正される最低賃金額について、あらゆる機会をとらえ

て周知することとしている。 
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